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○ 国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 百 九 十 三 号

。

土 地 収 用 法 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号（

以 下 法 と い う 第 二 十 条 の 規 定 に 基 づ き 事「 」 ）

。

。

業 の 認 定 を し た の で 次 の と お り 告 示 す る

、

平 成 十 六 年 十 月 十 三 日

国 土 交 通 大 臣 北 側 一 雄

第 １ 起 業 者 の 名 称 国 土 交 通 大 臣

第 ２ 事 業 の 種 類 一 般 国 道 号 改 築 工 事 （ 登 別36

拡 幅 － Ⅰ ・ 北 海 道 白 老 郡 白 老 町 字 虎 杖 浜 地

内 ）

第 ３ 起 業 地

１ 収 用 の 部 分 北 海 道 白 老 郡 白 老 町 字 虎 杖 浜

地 内

２ 使 用 の 部 分 な し

第 ４ 事 業 の 認 定 を し た 理 由

20申 請 に 係 る 事 業 は 、 以 下 の と お り 、 法 第
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条 各 号 の 要 件 を す べ て 充 足 す る と 判 断 さ れ る

た め 、 事 業 の 認 定 を し た も の で あ る 。

１ 法 第 2 0 条 第 １ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

申 請 に 係 る 事 業 は 、 北 海 道 白 老 郡 白 老 町 字

虎 杖 浜 地 内 か ら 登 別 市 東 町 １ 丁 目 地 内 ま で の

延 長 約 ｋ ｍ の 区 間 （ 以 下 「 本 件 区 間 」 と3.4

36い う 。 ） を 全 体 計 画 区 間 と す る 「 一 般 国 道

号 改 築 工 事 （ 登 別 拡 幅 － Ⅰ ） 」 （ 以 下 「 本 件

事 業 」 と い う 。 ） の う ち 、 既 に 用 地 取 得 の 完

了 し て い る 部 分 を 除 い た 、 上 記 の 起 業 地 に 係

る 部 分 で あ る 。

27 180本 件 事 業 は 、 道 路 法 （ 昭 和 年 法 律 第

号 ） 第 ３ 条 第 ２ 号 の 一 般 国 道 に 関 す る 工 事 で

あ り 、 法 第 ３ 条 第 １ 号 に 掲 げ る 道 路 法 に よ る

道 路 に 関 す る 事 業 に 該 当 す る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 法 第 条 第 １ 号20
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の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

２ 法 第 2 0 条 第 ２ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

一 般 国 道 の 改 築 は 道 路 法 第 条 の 規 定 に よ12

り 国 土 交 通 大 臣 が 行 う も の と さ れ て お り 、 本

件 区 間 は 、 同 法 第 条 第 １ 項 の 指 定 区 間 に 該13

当 し 、 同 項 の 規 定 に よ り 指 定 区 間 内 の 管 理 は

国 土 交 通 大 臣 が 行 う も の と さ れ て い る こ と か

ら 、 起 業 者 で あ る 国 土 交 通 大 臣 は 、 本 件 事 業

を 施 行 す る 権 能 を 有 す る と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 法 第 条 第 ２ 号20

の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

３ 法 第 2 0 条 第 ３ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

( 1 ) 得 ら れ る 公 共 の 利 益

一 般 国 道 号 は 、 北 海 道 札 幌 市 か ら 、 石36

狩 支 庁 管 内 の 北 広 島 市 、 恵 庭 市 、 千 歳 市 を

経 由 し て 胆 振 支 庁 管 内 に 入 り 、 苫 小 牧 市 、
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白 老 郡 白 老 町 、 登 別 市 を 経 由 し て 室 蘭 市 に

至 る 道 央 地 域 の 主 要 都 市 を 結 ぶ 重 要 な 幹 線

道 路 で あ る 。

こ の う ち 本 件 区 間 に 係 る 現 道 の 一 般 国 道

号 （ 以 下 「 現 道 」 と い う 。 ） は 、 登 別 市36

及 び 白 老 町 の 市 街 地 を 通 過 し 、 地 域 住 民 の

日 常 生 活 等 に よ る 利 用 が 集 中 す る と と も

に 、 北 海 道 を 代 表 す る 工 業 都 市 で あ る 室 蘭

市 と 苫 小 牧 市 を 結 ぶ 幹 線 道 路 で あ る こ と か

ら 物 流 の 主 軸 と し て 利 用 さ れ 、 さ ら に 、 周

辺 に は 支 笏 洞 爺 国 立 公 園 の ほ か 登 別 温 泉 や

白 老 温 泉 な ど 、 北 海 道 を 代 表 す る 観 光 地 を

擁 し 、 多 く の 観 光 客 が 訪 れ て お り 、 各 交 通

が ふ く そ う す る と と も に 、 ト ラ ッ ク や バ ス

な ど 大 型 車 の 通 行 も 多 い 状 況 に あ る 。 し か

し な が ら 、 現 道 の 大 部 分 は 狭 小 で 歩 道 の 整
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備 も 十 分 で な い ２ 車 線 道 路 で あ り 、 慢 性 的

な 交 通 渋 滞 が 発 生 し 、 安 全 か つ 円 滑 な 交 通

が 阻 害 さ れ て い る 。

平 成 年 度 道 路 交 通 セ ン サ ス に よ る と 、11

平 日 の 現 道 に 係 る 交 通 量 は 白 老 町 字 浜 竹 浦

地 点 に お い て 台 ／ ｈ 、 登 別 市 港 町 ２12,595 12

丁 目 地 点 で は 台 ／ ｈ 、 混 雑 度 は そ れ15,660 12

1.41 1.38 27.2ぞ れ 、 、 大 型 車 混 入 率 も そ れ ぞ れ

24.3 21.5％ 、 ％ と 道 内 の 一 般 国 道 平 均 で あ る

％ を 上 回 る 状 況 に あ る 。

ま た 、 冬 期 に お い て は 、 路 面 の 凍 結 や 地

吹 雪 に よ り 視 界 不 良 の 状 況 が 発 生 し 、 幅 員

が 狭 小 と い う 道 路 状 況 と も 相 ま っ て 、 交 通

の 安 全 性 ・ 走 行 性 が 阻 害 さ れ て い る 。

本 件 事 業 の 完 成 に よ り 、 現 道 に お け る 交

通 渋 滞 の 緩 和 及 び 冬 期 に お け る 交 通 の 安 全
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性 等 の 確 保 等 が 図 ら れ る と と も に 、 自 転 車

歩 行 者 道 の 整 備 に よ り 歩 行 者 等 の 安 全 が 確

保 さ れ 、 安 全 か つ 円 滑 な 交 通 の 確 保 に 寄 与

す る こ と が 認 め ら れ る 。

な お 、 本 件 事 業 に よ る 生 活 環 境 等 に 及 ぼ

す 影 響 に つ い て は 、 環 境 影 響 評 価 法 （ 平 成

９ 年 法 律 第 号 ） 等 に 基 づ く 環 境 影 響 評 価81

の 実 施 対 象 外 の 事 業 で あ る が 、 同 法 等 に 準

じ て 、 起 業 者 が 平 成 年 ８ 月 に 環 境 影 響 評15

価 を 任 意 に 実 施 し た と こ ろ 、 大 気 質 、 騒 音

及 び 振 動 に 関 し て 、 環 境 基 準 等 を 満 足 し て

い る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得 ら

れ る 公 共 の 利 益 は 、 相 当 程 度 存 す る と 認 め

ら れ る 。

( 2 ) 失 わ れ る 利 益
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本 件 区 間 内 の 土 地 に は 、 動 植 物 に つ い て

は 北 海 道 （ ） レ ッ ド デ ー タ ブ ッ ク 上 の2001

絶 滅 危 惧 種 で あ る シ ラ ネ ア オ イ の 群 落 が 確

認 さ れ た こ と か ら 、 起 業 者 は 、 そ の 保 全 対

策 と し て 移 植 等 を 計 画 し て お り 、 保 護 の た

め の 適 切 な 措 置 を 講 じ て い る も の と 認 め ら

れ る 。

ま た 、 本 件 区 間 内 の 土 地 に は 、 起 業 者 が

保 護 の た め 特 別 の 措 置 を 講 ず べ き 文 化 財 等

は 見 受 け ら れ な い 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 失 わ

れ る 利 益 は 軽 微 で あ る と 認 め ら れ る 。

( 3 ) 事 業 計 画 の 合 理 性

本 件 事 業 は 、 現 道 の 交 通 渋 滞 の 緩 和 を 主

な 目 的 と し 、 道 路 構 造 令 （ 昭 和 年 政 令 第45

号 ） 第 ３ 種 第 １ 級 の 規 格 に 基 づ き 、 現320
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道 を ４ 車 線 に 拡 幅 す る 事 業 で あ り 、 本 件 事

業 の 事 業 計 画 は 、 道 路 構 造 令 等 に 定 め る 規

格 に 整 合 し て い る と 認 め ら れ る 。

本 件 区 間 に お け る ル ー ト に つ い て は 、 現

道 拡 幅 案 （ 申 請 案 ） の ほ か 、 現 道 よ り 北 側

に バ イ パ ス 道 路 を 新 設 す る 、 Ｊ Ｒ 近 接 案 及

び Ｊ Ｒ 北 側 案 に つ い て 検 討 が 行 わ れ て い

る 。 こ の う ち 、 現 道 拡 幅 案 に つ い て は 、 現

道 の 片 側 拡 幅 と 両 側 拡 幅 （ 申 請 案 ） が 考 え

ら れ る が 、 両 者 を 比 較 す る と 両 側 拡 幅 案

は 、 片 側 拡 幅 案 に 比 べ 移 転 家 屋 が 少 な く 沿

道 土 地 利 用 へ の 影 響 が 最 少 限 に 抑 え ら れ る

こ と か ら 、 両 側 拡 幅 を 採 用 す る こ と が 合 理

的 で あ る と 認 め ら れ る 。 次 に 、 申 請 案 と 他

の バ イ パ ス ２ 案 を 比 較 す る と 、 申 請 案 は 現

道 敷 地 を 最 大 限 利 用 す る こ と か ら 従 来 ど お
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り の 沿 道 利 用 が 図 れ る こ と 、 縦 断 勾 配 が ３

％ 以 上 と な る 区 間 が 一 番 短 く 、 冬 期 交 通 の

安 全 性 に 優 れ る こ と 、 事 業 費 が 一 番 廉 価 で

あ り 経 済 性 に 優 れ る こ と な ど か ら 、 社 会

的 、 技 術 的 及 び 経 済 的 な 面 を 総 合 的 に 勘 案

す る と 、 申 請 案 が 最 も 合 理 的 で あ る と 認 め

ら れ る 。

な お 、 起 点 側 の 白 老 町 字 虎 杖 浜 地 内 に お

け る 延 長 ｍ の 区 間 に 係 る 事 業 計 画 は 、967

平 成 年 ６ 月 に 決 定 さ れ た 都 市 計 画 と 整 合12

し て い る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 の 事 業 計 画 に つ い

て は 、 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 。

以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 の 施 行 に よ り 得

ら れ る 公 共 の 利 益 と 失 わ れ る 利 益 を 比 較 衡 量

す る と 、 得 ら れ る 公 共 の 利 益 は 失 わ れ る 利 益
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に 優 越 す る と 認 め ら れ る 。 し た が っ て 、 本 件

事 業 は 、 土 地 の 適 正 か つ 合 理 的 な 利 用 に 寄 与

す る も の と 認 め ら れ る の で 、 法 第 条 第 ３ 号20

の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

４ 法 第 2 0 条 第 ４ 号 の 要 件 へ の 適 合 性

( 1 ) 事 業 を 早 期 に 施 行 す る 必 要 性

現 道 は 、 ３ ( 1 ) で 述 べ た よ う に 、 現 況 下

に お い て も 交 通 量 が 多 く 、 慢 性 的 に 交 通 渋

滞 が 発 生 し て い る こ と か ら 、 で き る だ け 早

期 に 交 通 渋 滞 の 緩 和 を 図 る 必 要 が あ る と 認

め ら れ る 。

ま た 、 本 路 線 沿 線 周 辺 の 市 町 村 の 長 及 び

議 会 議 長 か ら な る 苫 小 牧 地 方 総 合 開 発 期 成

会 及 び 室 蘭 地 方 総 合 開 発 期 成 会 よ り 、 本 件

事 業 の 早 期 完 成 に 関 す る 強 い 要 望 が あ る 。
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以 上 の こ と か ら 、 本 件 事 業 を 早 期 に 施 行

す る 必 要 性 は 高 い と 認 め ら れ る 。

( 2 ) 起 業 地 の 範 囲 及 び 収 用 又 は 使 用 の 別 の 合

理 性

本 件 事 業 に 係 る 起 業 地 の 範 囲 は 、 本 件 事

業 の 事 業 計 画 に 必 要 な 範 囲 で あ る と 認 め ら

れ る 。

ま た 、 収 用 の 範 囲 は 、 す べ て 本 件 事 業 の

用 に 恒 久 的 に 供 さ れ る も の で あ る こ と か

ら 、 収 用 又 は 使 用 の 範 囲 の 別 に つ い て も 合

理 的 で あ る と 認 め ら れ る 。

し た が っ て 、 本 件 事 業 は 、 土 地 を 収 用 す る

公 益 上 の 必 要 が あ る と 認 め ら れ る た め 、 法 第

条 第 ４ 号 の 要 件 を 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。20

５ 結 論

以 上 の と お り 、 本 件 事 業 は 、 法 第 2 0 条 各 号
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の 要 件 を す べ て 充 足 す る と 判 断 さ れ る 。

第 ５ 法 第 2 6 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 図 面 の 縦

覧 場 所 北 海 道 白 老 郡 白 老 町 役 場


